
 

傷害保険のご案内（一般連盟向け） 

 

 この保険は，団体の管理のもとに行われた運動競技中，練習中に会員の皆様
の万が一の事故に備え，ケガの補償に本保険をご案内いたします。一般連盟加
盟チームで，希望される場合は，別紙加入依頼書に必要事項を記入の上，お申
し込み下さい。 

 

「補償内容」 

 

１．死亡・後遺症傷害保険金          １４７万円 

      事故の日から１８０日以内に死亡・後遺症がでたときにお支払いいたし
ます。 

 

２．入院保険金（日額）                    ２，０００円 

      事故の日から１８０日を限度としてお支払いいたします。 

 

３．通院保険金（日額）                    １，０００円 

      事故の日から９０日を限度としてお支払いいたします。 

 

４．保険期間   令和８年６月２５日から 

                 令和９年６月２５日まで 

   

申込み期日  令和８年５月１５日まで（期日厳守・途中加入は不可） 
    
５．保険料                                １，７００円 

 

６．保険責任の範囲 

   被保険者が団体の管理下において行う運動競技(練習を含む)中に被った
傷害について担保いたします。 

  (注)・たとえば合宿宿舎内の危険や，団体として移動中の交通乗用中の危
険等は，たとえ団体の管理下にあっても担保されません。 

  ・日本国内における傷害危険に限り担保します。 

 

７．万一事故が発生した場合 

      事故の日時，場所，被害者名，事故状況をただちにご通知下さい。事故
の日から３０日以内にご通知のない場合には，保険金をお支払いできない
ことがありますのでご注意下さい。 

 

8．連絡先               日産火災海上保険株式会社 

                         代理店  株式会社アシスト 

                         ＴＥＬ  ０２９７－２３－１１９２ 


